
目的積立金

公立大学法人首都大学東京　第三期中期目標期間中の利益処分の承認の考え方について

（１）自己収入に係るもの

法人が業務運営の中で得た収入
経営努力
認定対象

（２）標準運営費交付金に係るもの
（効率化係数対象）

業務運営に必要な経費として、
都から交付しているもの

経営努力
認定対象

経営努力
認定対象

（４）特定運営費交付金に係るもの

退職手当などの特定の使途に充てるもの、
事業の終期が決まっているもの等

経営努力
対象外

積立金

（３）標準運営費交付金に係るもの
（効率化係数対象外）

都の計画等に位置付けられており、都と法人が
連携して取り組んでいくべき施策に係るもの

（効率化係数対象とするのが馴染まない性質のもの）

自己収入等によるものは、地方独法会計基準に基づき、経営努力とみなす。 

非認定 

利益処分 
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 各種事業の業務・契約の改善等            

 授業料、入学料、受託研究等 

 業務・契約の改善等 

※3 前年度以上の努力が認められることや、経費の性質を 
  踏まえて認定する。                       

 退職手当等                              

中期目標期間 
終了後に 

原則として 
都に返還 

翌事業年度に 
法人が中期計画 
において定めた 

使途に従い 
使用可能 

発生要因を説明し、法人自ら本来行うべき業務を行ったことを立証      

業務実績評価の評定「１」「２」「3」が80％以上あること。※1 

学生収容定員の充足率が、 
学部で100％、大学院及び高等専門学校で90％以上あること。 

③剰余金の発生要因の立証 

①業務実績評価の活用 

②定 員 充 足 率 

 計画どおり、効率的に事業を実施したことを 
 法人自ら立証 ※3 

認 定 基 準 

認
定
 

事
業
別
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理
 

 

 行うべき業務を行わなかったことによる残額は認定額から控除  

 事業の中止や計画どおり業務を行わなかった 
 ことによる残額は事業別に認定額から控除 

事業進捗及び剰余金の発生要因の立証 

積立金へ 

積立金へ 

未達成の場合、未充足分（入学金及
び授業料相当額）を認定額から控除 

未達成の場合、原則認定しない 

非
認
定
 

認定 

認定 

剰余金の発生要因 

 非認定  

※2 必要な教員の補充を行わなかった場合、未補充分の人件費を認定額から 
  控除する（非常勤講師等の代替手段で対応した場合を除く）。 

※1 業務実績評価の評定区分を4段階から5段階に変更する 
  ことに伴い、判断基準に評定「３」を追加する。 

 
 

１ 利益処分承認の考え方 

 法人の利益処分において、地方独法第40条第3項により設立団体の長の承認を受けようとする額は、「地方独立行政法人会計基準及び地方独立行政法人会計基準注解」に基づき、以下のいずれかの要件にも合致する場合に承認する。 

  （１）当該事業年度における経営努力により生じたと認められるもの 

  （２）法第26条第2項第6号に基づき、中期計画に定めた剰余金の使途に充てようとするもので、かつ合理的な使途であると認められたもの 

２ 経営努力認定の考え方 
 経営努力認定にあたっては、会計基準第72＜参考＞に基づき、以下のとおり財源別の認定を行う。 
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○地方独立行政法人制度の趣旨を踏まえ、基本的に第二期中期目標期間中の考え方と同様とする。 

※2 

資料3 
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